
 
 

平成２２年５月２８日に日米安全保障協議委員会において承認さ

れた事項に関する当面の政府の取組について 

 

                         平成２２年５月２８日 

                                                閣 議 決 定 

 

１ 日米両国政府は、平成１８年５月１日の日米安全保障協議委員会において承

認された「再編の実施のための日米ロードマップ」（以下「ロードマップ」と

いう。）に示された普天間飛行場代替施設について検討を行い、ロードマップ

に一部追加・補完をし、ロードマップに示された在日米軍の兵力構成見直し等

についての具体的措置を着実に実施していくことを再確認した。 

これに伴い、「在日米軍の兵力構成見直し等に関する政府の取組について」

（平成１８年５月３０日閣議決定）を見直すこととする。 

 

２ 日米安全保障条約は署名５０周年を迎えたが、特に最近の北東アジアの安全

保障情勢にかんがみれば、日米同盟は、引き続き日本の防衛のみならず、アジ

ア太平洋地域の平和、安全及び繁栄にとっても不可欠である。このような日米

同盟を２１世紀の新たな課題にふさわしいものとすることができるように、幅

広い分野における安全保障協力を推進し、深化させていかなければならない。

同時に、沖縄県を含む地元の負担を軽減していくことが重要である。 

このため、日米両国政府は、普天間飛行場を早期に移設・返還するために、

代替の施設をキャンプシュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に設置

することとし、必要な作業を進めていくとともに、日本国内において同盟の責

任をより衡平に分担することが重要であるとの観点から、代替の施設に係る進

展に従い、沖縄県外への訓練移転、環境面での措置、米軍と自衛隊との間の施

設の共同使用等の具体的措置を速やかに採るべきこと等を内容とする日米安

全保障協議委員会の共同発表を発出した。 

 

３ 政府としては、上記共同発表に基づき、普天間飛行場の移設計画の検証・確

認を進めていくこととする。また、沖縄県に集中している基地負担を軽減し、

同盟の責任を我が国全体で受け止めるとともに、日米同盟を更に深化させるた

め、基地負担の沖縄県外又は国外への分散及び在日米軍基地の整理・縮小に引

き続き取り組むものとする。さらに、沖縄県外への訓練移転、環境面での措置、

米軍と自衛隊との間の施設の共同使用等の具体的措置を速やかに実施するも

のとする。その際、沖縄県を始めとする関係地方公共団体等の理解を得るべく

一層の努力を行うものとする。 


